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問1 巨大な前方後円墳が各地で盛んに造られていた古墳時代の5世紀ごろ、ヤマト王権の王たちは、自らの地位を国際的に認めさせ
るために中国の王朝へ使節を送りました。このとき、倭の五王が朝鮮半島での軍事的な指揮権などを認めてもらうために交渉
を行った相手は、当時の中国のどの勢力ですか。 （2024年　栃木公立入試　類似）

1.  中国の南朝 2.  唐 3.  隋 4.  漢

問2 3世紀後半から6世紀にかけて、北は東北地方から南は九州地方まで、日本列島の広範囲にわたって鍵穴のような独特な形をし
た巨大な墓が築造されました。このような墓が各地に共通して造られた背景として、当時の政治状況を説明したものとして最
も適切なものはどれですか。 （2026年　沖縄公立入試　類似）

1.  ヤマト王権に従った各地の豪族
が、王権との結びつきを周囲に示
すとともに、自らの権力を誇示す
るために築造を認められた。

2.  大陸から渡来した人々が、最新
の土木技術を日本各地の民衆に広
めるための記念碑として、公共事
業の一環で築造した。

3.  大和地方の人口が急激に増加し
たため、有力な豪族が新天地を求
めて東北や九州へ集団移住した際
の住居の跡地である。

4.  仏教の伝来とともに、日本全国
の豪族が共通の宗教儀礼を行うた
めの寺院の土台として、同じ形状
で設計された。

問3 大阪府の百舌鳥・古市古墳群に含まれる、三重の濠が巡らされた日本最大の前方後円墳の名称と、それが登録されているユネ
スコの区分の組み合わせとして正しいものを次から選びなさい。 （2020年　群馬県公立入試　類似）

1.  大仙古墳（世界文化遺産） 2.  大仙古墳（世界自然遺産） 3.  五色塚古墳（世界文化遺産） 4.  箸墓古墳（世界文化遺産）

問4 5世紀頃、ヤマト政権の王が中国の南朝へ使いを送った主な目的として、最も適切な説明はどれか。 （2020年　鳥取公立入試　類似）

1.  朝鮮半島南部における軍事的な
指揮権の承認を得て、武器や農具
の原料となる鉄資源を安定的に確
保するため

2.  中国の進んだ律令制度を学び、
仏教を公認することで、天皇を中
心とした中央集権体制を確立する
ため

3.  魏の皇帝から「親魏倭王」の称
号と金印を授かり、国内の豪族に
対して自らの正当性を示すため

4.  白村江の戦いで敗れた後、唐と
の国交を回復し、大陸の最新文化
や技術を積極的に導入するため

問5 5世紀の倭の王が、中国の歴史書である『宋書』倭国伝において「高句麗が道をふさぎ、邪魔をしています」と皇帝に訴え、
「安東大将軍」などの高い称号を得ようとした主な目的として最も適切なものはどれですか。 （2025年　埼玉県公立入試　類似）

1.  朝鮮半島における軍事的な指揮
権を中国の皇帝に認めさせ、国際
的な優位に立つため

2.  中国から金銅の仏像を輸入し、
日本国内に仏教を広めるための権
威を得るため

3.  朝鮮半島南部から鉄資源を安定
的に輸入するための、独占的な貿
易許可を得るため

4.  中国の律令制度を導入し、氏姓
制度を廃止して国内の中央集権化
を進めるため

問6 4世紀末から5世紀の山口県の古墳から出土した銅鏡の記述など、瀬戸内海の航路の要所に位置する地域から王権に関連する
品々が見つかることがあります。この事実から推測される、当時のヤマト王権の地方支配のあり方として正しいものはどれで
すか。 （2024年　山口公立入試　類似）

1.  海上交通の要所に位置する豪族
と連携し、物流や情報のルートを
確保しようとした

2.  邪馬台国の女王卑弥呼が中国か
ら受け取った鏡を、瀬戸内海の豪
族に再分配した

3.  遣隋使を派遣するための寄港地
を確保するため、山口県周辺を王
権の直轄地とした

4.  大陸から伝来した青銅器の製造
技術を、農業振興のために全国の
農民へ普及させた

問7 埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣には、当時のヤマト政権（ヤマト王権）の支配者の呼び名が刻まれています。この鉄剣
の銘文に見られる、当時の最高権力者の称号として正しいものを選びなさい。 （2016年　高知公立入試　類似）

1.  大王 2.  天皇 3.  皇帝 4.  関白

問8 倭の五王の一人である「武」は、中国の南朝の皇帝に上表文（手紙）を送り、自らの祖先がいかにして国土を広げたかを伝え
ました。この「武」は、日本の歴史上のどの人物であると比定（推定）されていますか。 （2024年　大阪公立入試　類似）

1.  ワカタケル大王（雄略天皇） 2.  聖徳太子（厩戸王） 3.  中大兄皇子（天智天皇） 4.  卑弥呼

問9 古墳時代において、近畿地方から始まったとされる前方後円墳が、後に徳島県や香川県など近畿以外の地域でも築かれるよう
になりました。この「前方後円墳」が普及した主な要因として、当時の政治体制の仕組みから説明したものとして適切なもの
はどれですか。 （2023年　愛知公立入試　類似）

1.  大和政権と結びついた地方の豪
族が、自らの地位や権威を示すた
めに共通の形式で墓を造ったため

2.  班田収授法によって、全国の農
民が等しく古墳を築く権利を認め
られたため

3.  大和政権が全国に国司を派遣
し、地方の文化をすべて近畿のも
のに統一する政策をとったため

4.  地方の豪族が大和政権に対抗す
るために、あえて近畿とは異なる
独自の形式の古墳を築いたため
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答え合わせ・解説

問1 答え 1
中国の南朝

古墳時代の5世紀、ヤマト王権（倭国）の「讃・珍・済・興・武」という5人の王（倭の五王）は、
当時の中国で南側に成立していた「南朝」の諸王朝（宋など）へ使節を送りました。これは、中国
の皇帝から称号を得ることで、国内での支配権を固めるとともに、朝鮮半島における政治的・軍事
的な立場を他国に対して有利に進める狙いがありました。

問2 答え 1
ヤマト王権に従った各地の豪族が、王権
との結びつきを周囲に示すとともに、自
らの権力を誇示するために築造を認めら
れた。

前方後円墳という特定の形状が日本各地に広がった事実は、当時のヤマト王権を中心とした政治的
な連合が広範囲に及んでいたことを示しています。各地の有力な豪族は、ヤマト王権の支配体制に
組み込まれることで、その象徴である前方後円墳を築く許可を得て、自身の支配権を正当化しまし
た。渡来人の技術は築造に関わっていますが、目的は公共事業ではありません。また、古墳は住居
ではなく墓であり、仏教伝来以前の文化です。

問3 答え 1
大仙古墳（世界文化遺産）

5世紀の古墳時代中期に築造された大仙古墳は、全長約486メートルを誇る日本最大の古墳です。そ
の圧倒的な規模と独特な形状は、当時のヤマト政権の強力な支配力を示すものと考えられていま
す。2019年には、周辺の古墳とともに「百舌鳥・古市古墳群」としてユネスコの世界文化遺産に登
録されました。

問4 答え 1
朝鮮半島南部における軍事的な指揮権の
承認を得て、武器や農具の原料となる鉄
資源を安定的に確保するため

5世紀の「倭の五王」は、中国の南朝へ遣使し、朝鮮半島南部での軍事的な優位性を認めさせるこ
とで、当時日本国内で産出できなかった鉄資源を安定して入手しようとしました。これにより、強
力な武器や効率的な農具を生産し、半島諸国や国内の豪族に対して政治的な優位を保つ狙いがあり
ました。

問5 答え 1
朝鮮半島における軍事的な指揮権を中国
の皇帝に認めさせ、国際的な優位に立つ
ため

5世紀、いわゆる「倭の五王」は中国の南朝（宋など）に使者を送り、皇帝から「将軍号」などの
称号を授けられました。これは国内での支配権を固めるだけでなく、当時対立していた高句麗に対
抗するため、朝鮮半島における軍事的な指揮権を国際的に認めさせ、外交上の軍事的優位を確保す
る狙いがありました。

問6 答え 1
海上交通の要所に位置する豪族と連携
し、物流や情報のルートを確保しようと
した

ヤマト王権が全国的な影響力を強めるためには、朝鮮半島や中国大陸との外交、あるいは国内の物
資輸送に欠かせない海上交通路を掌握することが不可欠でした。山口県のように瀬戸内海沿岸の重
要な地点を治める豪族に対し、権威の象徴である銅鏡を与えることで味方につけ、安定した航路の
確保と地方への影響力行使を両立させていたと考えられます。なお、卑弥呼の時代は3世紀であ
り、この問題が扱う4〜5世紀とは時代が異なります。

問7 答え 1
大王

古墳時代のヤマト政権において、最高権力者は「大王（おおきみ）」と呼ばれていました。埼玉県
の稲荷山古墳から出土した鉄剣には「ワカタケル大王」の名が刻まれており、この称号が当時の支
配者を表していたことを示しています。「天皇」という称号が公式に使われ始めたのは、7世紀後
半の天武天皇・持統天皇の時代からであると考えられています。

問8 答え 1
ワカタケル大王（雄略天皇）

倭の五王の最後の一人である「武」は、埼玉県で見つかった稲荷山古墳の鉄剣銘などに記された
「獲加多支鹵大王（ワカタケル大王）」、すなわち雄略天皇であると考えられています。この時
期、ヤマト政権の支配範囲が関東から九州にまで及んでいたことが、金石文と中国の歴史書の両方
の記述から裏付けられています。

問9 答え 1
大和政権と結びついた地方の豪族が、自
らの地位や権威を示すために共通の形式
で墓を造ったため

前方後円墳の広まりは、大和政権を中心とした政治的な秩序が形成されていたことを裏付けていま
す。地方の豪族は大和政権から認められることで自らの支配権を正当化し、その象徴として大和政
権の王と同じ形式の古墳を築きました。班田収授法や国司の派遣は、後の律令時代の制度であり、
古墳時代の大和政権による統治体制とは異なります。


